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は
じ
め
に

石
山
寺
の
造
営
事
業
は
、
天
平
宝
字
五
年
（
七
六
一
）
十
月
の
保
良
京
遷
都
に
と

も
な
い
、
同
年
十
二
月
か
ら
翌
六
年
八
月
に
か
け
て
実
行
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
建

物
十
一
宇
あ
ま
り
の
小
規
模
な
山
間
寺
院
は
、
二
十
数
宇
の
堂
舎
を
持
つ
大
寺
院
に

整
備
さ
れ
た
。
こ
の
造
営
事
業
に
関
係
す
る
史
料
は
、
造
石
山
寺
所
関
係
文
書
と
し

て
正
倉
院
に
伝
来
し
、
福
山
敏
男
氏

）
（
（

に
よ
っ
て
全
体
的
な
造
営
の
過
程
が
あ
き
ら
か

に
さ
れ
、
ま
た
岡
藤
良
敬
氏

）
（
（

に
よ
っ
て
史
料
の
接
続
や
表
裏
関
係
、
記
載
内
容
の
検

討
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
に
よ
り
、
今
日
ま
で
多
岐
に
わ
た
っ
て
研
究

が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

さ
て
造
石
山
寺
所
関
係
文
書
は
、
正
八
位
上
の
下
級
官
人
で
あ
る
安
都
雄
足
の
具

体
的
な
活
動
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
安
都
雄
足
は
、
省
レ
ベ

ル
の
官
司
で
あ
る
造
東
大
寺
司
の
主
典
で
あ
り
、
か
つ
他
の
判
官
・
主
典
・
史
生
な

ど
が
そ
う
し
て
い
た
よ
う
に
、
造
東
大
寺
司
の
一
部
局
で
あ
る
所
の
別
当
─
雄
足
の

場
合
は
、
造
石
山
寺
所

）
（
（

・
石
山
寺
写
経
所

）
（
（

な
ど
─
を
兼
任
し
て
い
た
。
本
稿
で
は
彼

の
造
石
山
寺
所
別
当
、
造
東
大
寺
司
主
典
と
し
て
の
役
割
を
あ
き
ら
か
に
し
、
石
山

寺
造
営
事
業
に
お
け
る
権
限
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

一
、
造
石
山
寺
所
の
運
営

1

造
石
山
寺
所
別
当
と
し
て
の
権
限

古
代
国
家
は
石
山
寺
造
営
事
業
を
専
門
に
行
う
官
司
と
し
て
、
造
東
大
寺
司
の
一

部
局
と
し
て
造
石
山
寺
所
を
新
置
し
、
そ
の
別
当
に
安
都
雄
足
を
任
じ
た
。
別
当
と

な
っ
た
雄
足
は
鷺
森
浩
幸
氏

）
（
（

が
あ
き
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
ま
ず
造
東
大
寺
司
の
な

か
か
ら
造
石
山
寺
所
の
案
主
・
領
を
任
用
し
た
。
そ
し
て
彼
ら
が
そ
の
下
の
被
雇
傭

者
を
編
成
し
、
造
石
山
寺
所
の
人
員
配
置
が
完
了
し
た
。
さ
ら
に
造
石
山
寺
所
は
、

木
材
の
伐
採
・
作
材
に
造
東
大
寺
司
の
所
で
あ
る
甲
賀
山
作
所
と
田
上
山
作
所
を
、

そ
し
て
物
資
の
保
管
に
造
東
大
寺
司
の
庄
で
あ
る
勢
多
庄
を
利
用
し
た）

（
（

。
こ
れ
ら
の

山
作
所
や
庄
で
は
、
雄
足
が
造
石
山
寺
所
の
領
を
山
作
所
や
庄
の
領
と
し
て
派
遣

し
、
下
達
文
書
で
あ
る
「
符
」
を
下
し
て
命
じ
て
い
た）

（
（

。
す
な
わ
ち
雄
足
の
人
事
権

は
造
石
山
寺
所
の
み
な
ら
ず
、
山
作
所
や
庄
に
も
及
ん
で
い
た）

（
（

。

造
石
山
寺
所
の
財
源
は
、
造
東
大
寺
司
か
ら
必
要
に
応
じ
て
下
充
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
っ
た
が
、
吉
田
孝
氏

）
（
（

が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
造
石
山
寺
所
で
は
早
く
か
ら
財

政
が
逼
迫
し
て
い
た
。
造
石
山
寺
所
食
物
用
帳

）
（1
（

に
は
安
都
雄
足
へ
の
返
米
記
事
が
並

ん
で
お
り
（『
大
日
本
古
文
書
』
十
五
ノ
四
〇
三
な
ど
〈
以
下
、『
大
日
本
古
文
書
』

は
巻
ノ
頁
で
あ
ら
わ
す
〉）、
雄
足
が
別
当
と
し
て
私
財
を
提
供
し
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
し
か
し
別
当
と
い
う
立
場
に
は
な
い
者
、
た
と
え
ば
長
上
の
船
木
宿
奈
万

研
究
報
告造
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表１　石山寺写経所からの貸与�

日付 米・銭 出典

（.（

（.（（
（.（（
（.（（
（.（（
（.（0
（.（（
（.（（
（.（
（.（
（.（0
（.（（

黒米５斗

白米２斗６升４合
米１斛
白米５斗
白米５斗
銭（（0文
銭１貫
銭３貫（（（文
銭５貫（（（文
銭３貫（（（文
銭（0（文
銭４貫（（0文

食物用帳
〃
〃
〃
〃
〃
銭用帳
〃
〃
〃
〃
〃
〃

呂
は
甲
賀
山
作
所
に
私
米
を
提
供
し
て
お
り
（
五
ノ
八
六
）、
司
工
の
穂
積
川
内
も

造
石
山
寺
所
に
私
銭
を
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
り
（

）
（（
（

十
五
ノ
四
四
九
な
ど
）、
あ
る

程
度
の
立
場
に
あ
る
官
人
（
そ
れ
は
意
外
に
広
範
囲
か
も
し
れ
な
い
）
は
、
私
財
を

積
極
的
に
投
入
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
官
司
を
潤
滑
に
運
営
す
る

た
め
に
自
身
の
私
財
を
提
供
す
る
こ
と
は
、
雄
足
や
そ
の
部
下
に
と
っ
て
は
当
然
の

行
為
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
官
人
の
私
財
提
供
だ
け
で
は
足
り
ず
、
造
石
山
寺
所
で
は
石
山
寺
写
経
所

や
石
山
寺
か
ら
も
財
政
支
援
を
受
け
て
い
た
。
そ
し
て
も
っ
と
も
多
く
支
援
し
て
い

た
の
は
石
山
寺
写
経
所
で
あ
っ
た
。
石
山
寺
写
経
所
は
、
東
大
寺
写
経
所
が
そ
の
場

を
移
し
た
も
の
で
あ
り）

（1
（

、
石
山
寺
に
奉
納
す
る
た
め
の
大
般
若
経
六
百
巻
が
書
写
さ

れ
て
い
た
。
そ
の
別
当
に
は
、
東
大
寺
写
経
所
別
当
の
雄
足
が
そ
の
ま
ま
任
用
さ
れ

た
た
め
、
彼
は
造
石
山
寺
所
と
石
山
寺
写
経
所
の
別
当
を
兼
ね
た
。
さ
ら
に
雄
足
は

造
石
山
寺
所
の
案
主
に
下
道
主
を
、
石
山
寺
写
経
所
の
案
主
に
上
馬
養
を
採
用
し
た

が
、
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
石
山
寺
写
経
所
や
造
石
山
寺
所
の
発
行
文
書
や
帳
簿
に
も
案

主
と
し
て
署
名
し
て
お
り）

（1
（

、
造
石
山
寺
所
と
石
山
寺
写
経
所
は
、
実
質
的
に
は
同
じ

別
当
・
案
主
に
よ
っ
て
運
営

さ
れ
て
い
た
。
造
石
山
寺
所

銭
用
帳
に
「
二
百
四
十
文　

経
料
白
米
売
価
内
借
用
」
と

あ
る
よ
う
に
（
五
ノ
三
六

五
）、
石
山
寺
写
経
所
が
多

く
貸
与
し
て
い
た
の
は
白
米

を
売
っ
た
銭
で
あ
り
（〔
表

（
〕
参
照
）、
こ
れ
は
吉
田

孝
氏
が
論
じ
た
ご
と
く
米
価

の
季
節
間
価
格
差
を
利
用
し

て
得
た
利
益
で
あ
っ
た
。
こ
の
利
益
は
、
雄
足
の
裁
量
で
獲
得
し
た
も
の
な
の
で
、

造
石
山
寺
所
へ
の
流
用
が
し
や
す
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
雄
足
は
、
所
の
財

政
を
完
全
に
掌
握
し
、
そ
の
運
用
や
貸
与
の
権
限
を
も
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
造
石
山
寺
所
の
造
営
事
業
と
石
山
寺
写
経
所
の
写
経
事
業
に
は
、
奇
妙
な

連
携
が
み
ら
れ
る
。
写
経
事
業
は
、
大
般
若
経
一
部
六
百
巻
と
理
趣
経
二
巻
の
書
写

が
六
年
二
月
十
一
日
か
ら
は
じ
ま
り
、
途
中
、
四
月
二
十
日
前
後
で
一
旦
中
断
さ
れ
、

八
月
五
日
か
ら
再
開
し
十
二
月
初
め
に
終
了
し
て
い
る）

（1
（

。
こ
の
中
断
期
間
に
は
観
世

音
経
百
巻
を
書
写
し
て
い
る
が）

（1
（

、
こ
れ
は
月
に
二
十
八
巻
く
ら
い
の
ペ
ー
ス
で
あ
っ

た
の
に
対
し
、
そ
れ
ま
で
の
大
般
若
経
と
理
趣
経
の
書
写
は
百
巻
く
ら
い
の
ペ
ー
ス

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
四
月
二
十
日
ご
ろ
か
ら
石
山
寺
写
経
所
の
活
動
は
抑
制
さ
れ

る
が
、
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
造
石
山
寺
所
の
米
不
足
が
深
刻
化
し
て
い
た
時
期
で
あ

り
、
ま
た
八
月
五
日
か
ら
書
写
活
動
が
本
格
的
に
再
開
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
造
営
事

業
の
完
成
が
近
づ
い
た
頃
で
あ
り
、
か
つ
米
価
が
安
く
な
る
時
期
に
あ
た
る
。
つ
ま

り
雄
足
に
よ
っ
て
双
方
の
作
業
ペ
ー
ス
が
調
整
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
雄
足
は
東
塔
所
の
別
当
も
兼
任
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
造
石
山
寺

所
銭
用
帳
九
月
十
九
日
条
で
は
、
造
石
山
寺
所
の
残
材
と
と
も
に
雄
足
の
私
材
と
東

塔
所
の
材
木
の
回
漕
が
記
さ
れ
て
い
る
（

）
（1
（

十
五
ノ
四
四
五
）。
高
嶋
山
作
所
に
は
造

石
山
寺
所
領
で
あ
る
勝
屋
主
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
が
、
雄
足
は
こ
こ
に
造
石
山
寺
所

の
み
な
ら
ず
東
塔
所
の
材
木
の
運
漕
と
売
買
を
も
業
務
と
し
て
割
り
当
て
て
い
た
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
雄
足
は
、
自
身
が
別
当
を
兼
任
す
る
所
の
業
務
を
一
括
し
て

処
理
す
る
権
限
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

造
東
大
寺
司
で
は
雄
足
の
他
に
も
、
判
官
の
葛
井
根
道
が
木
工
所
と
造
瓦
所
と
造

上
山
寺
菩
薩
所
の
、
主
典
の
弥
努
奥
麻
呂
が
木
工
所
と
造
香
山
薬
師
寺
所
の
別
当
を

兼
ね
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
山
下
有
美
氏
は）

（1
（

別
当
制
の
導
入
に
よ
り
、
所
の
こ

と
は
所
の
別
当
に
専
門
的
に
担
当
さ
せ
、
一
定
の
決
裁
権
限
を
付
与
す
る
こ
と
で
運

営
の
円
滑
化
・
合
理
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
す
る
が
、
そ
の
別
当
を
兼
任
す
る
こ
と
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は
、
所
の
間
で
の
財
源
の
融
通
や
業
務
の
統
括
が
可
能
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
た
。

す
な
わ
ち
よ
り
弾
力
的
な
官
司
運
営
を
可
能
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

2　

安
都
雄
足
の
任
用
と
そ
の
背
景

　

石
山
寺
造
営
事
業
は
、
藤
原
仲
麻
呂
首
唱
に
よ
る
保
良
宮
遷
都
に
付
随
す
る
も
の）

（1
（

と
捉
え
ら
れ
、
石
山
寺
は
保
良
宮
の
付
属
寺
院

）
（1
（

と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

仲
麻
呂
の
諸
政
策
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
安
都
雄
足
が
造
石
山
寺
所
別
当
に
任
用
さ

れ
た
の
は
、
ご
く
当
然
の
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
雄
足
は
造
石
山
寺

所
別
当
と
し
て
、
そ
の
人
事
と
財
政
に
関
す
る
す
べ
て
の
権
限
が
与
え
ら
れ
る
か
わ

り
に
、
そ
の
業
務
を
確
実
に
遂
行
す
る
よ
う
要
求
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
彼
の
官

人
と
し
て
の
能
力
が
何
よ
り
も
重
視
さ
れ
た
。

　

そ
の
能
力
の
一
つ
が
「
経
済
力
」
で
あ
る
。
造
石
山
寺
所
の
財
政
が
逼
迫
し
た
折

に
雄
足
の
私
財
が
投
入
さ
れ
た
よ
う
に
、
官
司
運
営
を
潤
滑
に
行
う
た
め
に
は
、
別

当
に
あ
る
程
度
の
私
富
が
蓄
積
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
吉
田
孝
氏
が

指
摘
し
た
よ
う
に
雄
足
は
、
東
塔
所
の
財
政
運
用
に
お
い
て
、
自
身
の
私
材
を
も
地

域
間
価
格
差
を
利
用
し
て
売
買
し
て
お
り
、
ま
た
造
石
山
寺
所
の
立
て
替
え
で
石
山

に
近
い
田
上
の
田
を
買
い
、
岡
田
や
越
前
国
足
羽
郡
の
田
を
経
営
す
る）

11
（

な
ど
諸
国
に

私
田
を
経
営
し
て
い
た
。
そ
し
て
雄
足
だ
け
で
な
く
、
上
馬
養
の
米
が
雄
足
の
米
と

一
緒
に
石
山
寺
写
経
所
で
購
入
さ
れ
（
五
─
二
六
九
）、
葛
井
根
道
の
米
に
つ
い
て

の
注
文
が
雄
足
の
岡
田
米
に
つ
い
て
の
注
文
と
一
緒
に
、
下
道
主
か
ら
奈
良
へ
送
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
（
十
六
─
二
四
）、
他
の
官
人
も
同
様
の
行
為
を
し
て
い
た
。
こ

の
よ
う
に
官
司
の
財
政
運
用
に
お
い
て
、
同
時
に
官
人
自
身
の
財
政
運
用
が
行
わ

れ
、
利
益
を
あ
げ
て
い
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
吉
田
孝
氏
は
「
官
人
の
私
経

済
が
造
東
大
寺
司
の
財
政
運
用
の
な
か
に
生
き
て
い
た
」
と
表
現
し
、
そ
の
後
は
こ

の
「
官
人
の
私
経
済
」
が
注
目
さ
れ）

1（
（

、
特
に
小
口
雅
史
氏
は）

11
（

官
人
の
私
富
の
蓄
積
を

強
調
し
た
。
し
か
し
「
官
人
の
私
経
済
」
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
彼
ら
が
官
司

運
営
の
た
め
に
私
財
を
提
供
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た

か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
「
経
済
力
」
と
と
も
に
「
人
脈
」
も
、
官
人
の
能
力
と
し
て
不
可
欠
で
あ
っ

た
。
雄
足
の
人
事
権
は
、
造
石
山
寺
所
の
み
な
ら
ず
甲
賀
・
田
上
山
作
所
や
勢
多
庄

な
ど
に
及
ん
で
お
り
、
こ
こ
で
は
雄
足
の
任
用
し
た
領
・
工
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
、

さ
ら
に
彼
ら
に
よ
っ
て
そ
の
下
部
が
編
成
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
ま
ず
有
能
な
人

材
を
領
・
工
に
起
用
す
る
こ
と
が
最
重
要
課
題
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は

雄
足
自
身
が
、
造
東
大
寺
司
内
で
幅
広
い
人
脈
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
雄
足
は
天
平
二
十
年
（
七
四
八
）
九
月
か
ら
造
東
大
寺
司
の
舎
人
と
し
て
活
躍

し
、
越
前
国
史
生
に
任
用
さ
れ
た
五
年
間
を
除
き
、
造
東
大
寺
司
で
過
ご
し
て
い
た
。

そ
の
意
味
で
彼
の
造
石
山
寺
所
別
当
任
用
は
ま
さ
に
適
任
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

二
、
造
東
大
寺
司
主
典
と
し
て
の
役
割

1　

所
の
新
置
と
停
廃

　

安
都
雄
足
は
造
東
大
寺
司
主
典
と
し
て
造
石
山
寺
所
を
運
営
し
、
さ
ら
に
は
そ
の

新
置
と
停
廃
と
を
遂
行
し
た
。
造
石
山
寺
所
の
新
置
に
お
い
て
は
、
雄
足
に
よ
っ
て

案
主
・
領
な
ど
が
任
用
さ
れ
、
ま
た
雄
足
の
請
求
に
よ
り
造
東
大
寺
司
か
ら
財
源
が

下
充
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　

停
廃

）
11
（

に
つ
い
て
は
、
宝
字
七
年
五
月
六
日
付
造
石
山
院
所
解
（
五
ノ
四
三
八
～
四

四
〇
）
に
よ
っ
て
、
六
年
九
月
十
七
日
に
材
木
な
ど
、
翌
七
年
五
月
六
日
に
銭
六
八

四
文
と
工
具
・
調
理
用
具
・
舗
設
が
造
東
大
寺
司
に
返
却
さ
れ
、
他
の
調
理
用
具
・

貯
蔵
用
具
・
食
膳
用
具
・
櫃
類
と
藁
と
檜
皮
が
石
山
院
に
収
置
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
石
山
寺
造
営
事
業
は
六
年
八
月
に
完
成
し
て
い
る
が
、
七
年
五
月
六
日
に

な
っ
て
よ
う
や
く
最
終
処
分
が
決
定
し
た
の
は
、
後
述
す
る
造
石
山
寺
所
の
五
丈
殿

運
漕
の
未
払
い
分
の
処
理
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
、
そ
の
間
、
造
石
山
寺
所
の
残
物

は
、
石
山
寺
の
三
綱
の
も
と
で
保
管
さ
れ
て
い
た）

11
（

。
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一
方
、
米
や
塩
・
海
藻
な
ど
の
副
食
物
は
、
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
造
石
山
寺
所
食
物
用
帳
の
末
尾
に
は
八
月
十
三
日
付
で
、「
海
藻
十
八
斤　

滑
海
藻
七
斤
／
（
以
下
「
／
」
は
改
行
を
あ
ら
わ
す
）
右
、
造
寺
料
用
残
、
便
寄
二

奉
写
経
所
一
如
レ
件
」
と
あ
り
（
十
六
ノ
一
七
八
）、
残
っ
た
海
藻
・
滑
海
藻
が
石
山

寺
写
経
所
に
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
造
石
山
寺
所
は
石
山
寺
か

ら
黒
米
二
十
石
を
借
用
し
て
お
り
、
造
石
山
寺
所
食
物
用
帳
に
は
い
た
る
と
こ
ろ

に
、「
白
米
△
斗
／
右
、
借
充
二
上
寺
一
、
附
二
△
△
一
」
と
い
う
返
済
記
事
が
み
ら

れ
る
。
こ
の
う
ち
八
月
十
三
日
条
に
は
「
下
米
伍
斗
／
右
、
借
充
二
上
寺
一
、
附
二

国
守
家
万
呂
一
」
と
あ
り
、「
自
二
経
所
一
充
遣
、
仍
勾
」
の
追
筆
が
見
ら
れ
（
五
ノ

二
四
）、
一
方
石
山
寺
写
経
所
食
物
用
帳
八
月
十
四
日
条
に
は
「
又
下
米
伍
斗
／
右

借
充
二
上
寺
一
、
附
二
国
守
家
万
呂
一
、
但
彼
代
、
自
二
造
寺
所
一
可
二
報
来
一
」
と
あ

る
（
十
五
ノ
四
七
二
）。
す
な
わ
ち
石
山
寺
へ
の
米
五
斗
の
返
済
は
、
石
山
寺
写
経

所
が
行
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
後
で
そ
の
分
を
造
石
山
寺
所
が
支
払
う
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
そ
し
て
石
山
寺
写
経
所
食
物
用
帳
に
よ
れ
ば
、
そ
の
後
は
す
べ
て
石
山
寺

写
経
所
が
返
済
し
て
い
る）

11
（

。

　

造
石
山
寺
所
黒
米
報
進
文
案
（
十
五
ノ
二
四
八
）
は
、
造
石
山
寺
所
が
石
山
寺
か

ら
借
り
た
黒
米
二
十
斛
の
返
済
の
量
と
日
付
（
四
月
十
二
日
か
ら
十
一
月
二
十
九
日

ま
で
）
を
記
録
す
る
も
の
で
、〔
表
２
〕
は
、
こ
の
造
石
山
寺
所
黒
米
報
進
文
案
と

造
石
山
寺
所
食
物
用
帳
、
石
山
寺
写
経
所
食
物
用
帳
の
記
載
内
容
を
比
較
し
た
も
の

で
あ
る
。
吉
田
孝
氏
は
造
石
山
寺
所
黒
米
報
進
文
案
の
内
訳
に
間
違
い
が
多
い
と
し

て
お
り）

11
（

、
確
か
に
八
・
九
月
は
造
石
山
寺
所
食
物
用
帳
の
記
載
内
容
と
く
い
ち
が

う
）
11
（

。
し
か
し
四
月
か
ら
七
月
ま
で
は
一
致
し
て
お
り
、
さ
ら
に
十
月
・
十
一
月
は
、

石
山
寺
写
経
所
食
物
用
帳
十
月
十
八
日
条
の
白
米
一
斛
と
十
一
月
三
十
日
条
の
六
斛

六
斗
の
記
載
が
な
い
も
の
の
、
他
は
一
致
す
る
。
そ
し
て
石
山
寺
写
経
所
食
物
用
帳

十
一
月
三
十
日
条
に
は
「
右
上
寺
充
、
附
二
小
鎮
神
勇
師
一
、
但
先
日
借
用
廿
斛
代
、

今
日
報
了
」
と
あ
り）

11
（

、
先
に
造
石
山
寺
所
が
石
山
寺
に
借
用
し
て
い
た
二
十
斛
が
、

十
一
月
三
十
日
の
石
山
寺
写
経
所
に
よ
る
白
米
六
斛
六
斗
の
返
済
を
も
っ
て
完
済
さ

れ
た
こ
と
が
わ
か
る）

11
（

。
こ
の
よ
う
に
石
山
寺
写
経
所
は
八
月
十
三
日
ご
ろ
か
ら
、
造

石
山
寺
所
が
借
用
し
た
米
の
返
済
を
引
き
継
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
米
銭
請
用
注
文
（
五
ノ
二
八
五
～
二
八
七
）
は
、
石
山
寺
写
経
所
が
白

米
・
糯
米
・
小
豆
・
大
豆
な
ど
を
売
っ
て
得
た
銭
貨
の
支
出
を
記
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
後
半
部
分
に
、
な
ぜ
か
「
自
愛
智
郡
宝
字
四
年
租
米
四
十
石
五
斗
」
と
あ

り
、
造
石
山
寺
所
が
造
東
大
寺
司
か
ら
徴
収
権
を
得
た
東
大
寺
封
戸
の
近
江
国
愛
智

郡
宝
字
四
年
租
米
（
五
ノ
一
四
三
）
の
用
途
や
残
米
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
愛
智

郡
宝
字
四
年
租
米
百
二
十
五
石
五
斗
が
、
最
終
的
に
収
納
さ
れ
た
の
は
宝
字
七
年
六

月
十
五
日
で
あ
り
、
愛
智
郡
司
解
の
書
面
上
の
提
出
先
は
造
石
山
寺
所
で
あ
る
が
、

実
際
に
は
造
石
山
寺
所
の
停
廃
後
は
、
石
山
寺
写
経
所
に
納
入
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
）
11
（

。
そ
し
て
愛
智
郡
宝
字
四
年
租
米
の
「
用
六
石
五
斗
」
の
う
ち
四
石
を
常
食
料
と

し
て
石
山
寺
写
経
所
が
使
っ
て
い
る
よ
う
に
、
造
石
山
寺
所
の
米
は
石
山
寺
写
経
所

に
統
合
さ
れ
、
そ
の
収
入
も
負
債
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る）

1（
（

。

　

さ
て
そ
の
石
山
寺
写
経
所
も
書
写
が
終
了
し
、
天
平
宝
字
六
年
十
二
月
に
停
廃
の

準
備
が
は
じ
ま
る
。
十
二
月
十
五
日
付
の
石
山
院
解
（
五
ノ
二
八
八
）
で
は
、
書
写

し
終
わ
っ
た
大
般
若
経
六
百
巻
と
理
趣
分
一
巻
と
残
っ
た
海
藻
な
ど
の
副
食
物
と
と

も
に
、
石
山
寺
写
経
所
に
納
入
さ
れ
て
い
た
愛
智
郡
租
米
の
白
米
十
二
斛
も
造
東
大

寺
司
に
返
却
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
の
愛
智
郡
租
米
の
納
入
は
、
宝
字
六
年
閏
十

二
月
一
日
造
寺
司
牒
案
（
十
六
ノ
一
一
一
）
に
よ
り
、
閏
十
二
月
一
日
以
降
は
直
接
、

造
東
大
寺
司
に
納
入
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

石
山
寺
写
経
所
の
財
務
処
理
に
関
す
る
文
書
（
十
五
ノ
二
五
二
～
二
五
四
、
十
六

ノ
一
一
八
～
一
一
九
）
は
、
十
二
月
二
十
四
日
以
降
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
紙
以
外
の
銭
・
米
・
副
食
物
を
す
べ
て
用
尽
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ

ら
く
雄
足
の
指
示
で
、
米
や
銭
は
帳
簿
の
上
で
は
石
山
寺
写
経
所
の
残
物
を
用
尽
と

し
、
余
っ
た
物
は
造
石
山
寺
所
の
残
物
と
し
て
処
理
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら

©2014 Historiographical Institute(Shiryo Hensan-jo)The University of Tokyo
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表2　石山寺への米の返済�

黒米報進文案 造寺所食物用帳 写経所食物用帳

日付 升 日付 升 日付 升
（.（（ 黒米 （00 （.（（ 米 （00
（.（（ 白米 （00 （.（（ 白米 （00
（.（（ 黒米 （0 （.（（ 黒米 （0
（.（（ 白米 （0 （.（（ 白米 （0
（.（ 白米 （0 （.（ 白米 （0
（.（ 白米 （（ （.（ 白米 （（
（.（ 白米 （0 （.（ 白米 （0

（.（（ 白米 （0 （.（（ 白米 （0
（.（ 白米 （0 （.（ 白米 （0
（.（ 白米 （0 （.（ 白米 （0
（.（ 黒米 （0 （.（ 黒米 （0

（.（（ 白米 （0 （.（（ 白米 （0
（.（（ 白米 （0 （.（（ 白米 （0
（.（（ 白米 （0 （.（（ 白米 （0
（.（（ 白米 （0 （.（（ 白米 （0

（.（ 白米 （0
（.（ 白米 （0
（.（ 白米 （0

（.（（ 白米 （0
（.（（ 黒米 （0
（.（（ 白米 （0 （.（（ 白米 （0
（.（（ 黒米 （0 （.（（ 黒米 （0

（.（（ 白米 （0
（.（（ 黒米 （0

（.（（ 黒米 （0
（.（（ 黒米 （0

（.（（ 白米 （0
（.（（ 黒米 （0

（.（（ 白米 （
（.（（ 白米 ？
（.（（ 白米 （0

（月 （石（斗 （.（（～（（ 黒米 （0？
（.（（ 白米 （

（0.（ 白米 （ （0.（ 白米 （
（0.（ 黒米 （0 （0.（ 黒米 （0

（0.（（ 白米 （00
（（.（（ 白米 （0 （（.（（ 白米 （0
（（.（（ 白米 （0 （（.（（ 白米 （0
（（.（（ 白米 （0 （（.（（ 白米 （0
（（.（（ 白米 （0 （（.（（ 白米 （0

（（.（0 白米 （（0

造
石
山
寺
所
へ
は
愛
智
郡
租
米
の
進
上
が
ま
だ
続
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
五
丈

殿
運
漕
に
お
け
る
材
木
流
失
に
か
か
わ
る
未
払
い
分
が
残
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
未
払
い
分
に
つ
い
て
は
、
宝
字
七
年
三
月
に
壊
運
所
に
銭
五
貫
七
四
〇
文
、

米
十
斛
七
斗
八
升
を
支
払
う
こ
と
が
決
ま
っ
た
（

）
11
（

五
ノ
四
〇
〇
～
四
〇
一
）。
壊
運

所
）
11
（

は
造
東
大
寺
司
の
所
で
あ
り
、
石
山
寺
造
営
事
業
に
お
い
て
三
丈
殿
一
宇
と
五
丈

殿
二
宇
を
解
体
・
運
漕
し
て
い
た
が
、
五
丈
殿
の
運
漕
中
、
材
木
の
一
部
が
夜
須
湖

に
お
い
て
流
失
し
た
た
め
、
そ
の
支
払
い
を
め
ぐ
っ
て
造
石
山
寺
所
と
も
め
て
い

た
。
雄
足
は
米
に
つ
い
て
は
、
前
年
の
閏
十
二
月
一
日
か
ら
準
備
を
は
じ
め
、
勢
多

庄
に
対
し
て
「
彼
所
二
買
置
一
秋
米
内
」
の
黒
米
六
斛
三
斗
八
升
を
（
十
六
ノ
一
一

〇
）、
岡
田
鋳
物
師
王
公
所
に
対
し
て
「
彼
買
置
米
」
の
黒
米
五
斛
を
壊
運
所
に
充

て
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
（
十
六
ノ
一
一
九
）。
石
山
寺
写
経
所
の
米
売
価
銭
用
帳

（
五
ノ
二
六
六
～
二
七
〇
、
十
五
ノ
四
五
二
～
四
五
三
）
で
は
、
八
月
十
六
日
・
九

月
五
日
に
勢
多
庄
領
に
買
米
料
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
銭
二
貫
を
下
給
し
、
八
月
十
日
に

も
岡
田
鋳
物
所
に
銭
一
貫
六
〇
〇
文
を
米
五
石
の
価
料
と
し
て
下
給
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
こ
の
時
に
購
入
し
て
お
い
た
米
を
造
石
山
寺
所
の
未
払
い
分
と
し
て
壊
運
所

に
支
払
お
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
銭
は
帳
簿
の
う
え
で
、
造
石
山
寺
所
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の
残
銭
と
し
て
処
理
し
た
分
か
ら
支
払
い
を
済
ま
せ
た
後
、
宝
字
七
年
五
月
六
日
に

六
八
四
文
が
造
東
大
寺
司
に
返
却
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
五
ノ
四
三
八
～
四
四
〇
）。

　

以
上
の
よ
う
に
造
石
山
寺
所
が
停
廃
さ
れ
る
と
、
そ
の
財
政
は
、
ま
ず
安
都
雄
足

が
そ
の
別
当
を
兼
ね
る
石
山
寺
写
経
所
に
統
合
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
石
山
寺
写
経

所
で
は
愛
智
郡
租
米
が
納
入
さ
れ
、
ま
た
石
山
寺
へ
の
米
の
返
済
が
行
わ
れ
た
。
そ

し
て
石
山
寺
写
経
所
が
停
廃
さ
れ
る
際
に
は
、
帳
簿
の
う
え
で
は
石
山
寺
写
経
所
の

残
物
を
用
尽
と
し
、
余
っ
た
分
は
造
石
山
寺
所
の
残
物
と
し
て
処
理
し
、
こ
こ
か
ら

五
丈
殿
運
漕
の
未
払
い
分
を
支
払
っ
た
後
に
造
東
大
寺
司
に
統
合
し
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
造
石
山
寺
所
・
石
山
寺
写
経
所
の
停
廃
後
の
財
政
処
理
も
、
雄
足
の
主
導

の
も
と
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

２　

造
東
大
寺
司
政
所
で
の
協
議

　

造
東
大
寺
司
で
は
、
そ
の
部
局
と
し
て
多
く
の
所
を
抱
え
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

所
の
別
当
た
ち
は
、
み
な
安
都
雄
足
と
同
様
に
所
の
業
務
・
人
事
・
財
政
を
完
全
に

掌
握
し
、
所
の
新
置
と
停
廃
を
も
主
導
し
た
。
す
な
わ
ち
所
は
そ
の
別
当
に
よ
っ
て

造
東
大
寺
司
か
ら
分
離
・
独
立
し
、
や
が
て
そ
の
事
業
が
終
了
す
る
と
ま
た
統
合
さ

れ
た
の
で
あ
り
、
造
東
大
寺
司
は
、
所
そ
の
も
の
を
別
当
に
丸
投
げ
す
る
形
で
包
括

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
所
の
人
材
・
財
源
が
造
東
大
寺
司
か
ら
派
遣
・
下
充

さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
造
東
大
寺
司
は
所
の
母
体
で
あ
り
、
人
材
や
財
源
を
プ
ー
ル

す
る
場
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
造
東
大
寺
司
の
判
官
・
主
典
・
史
生
で
も
あ
っ
た
所
の
別
当
た

ち
は
、
造
東
大
寺
司
政
所
に
お
い
て
人
材
の
配
置
や
財
源
の
配
分
に
つ
い
て
協
議
し

て
い
た
。
鷺
森
浩
幸
氏
が
あ
き
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
た
と
え
ば
特
定
の
人
物
を
領

や
工
と
し
て
配
属
を
希
望
す
る
場
合
、
そ
の
人
物
を
希
望
す
る
所
の
別
当
が
政
所
に

申
請
し
、
政
所
で
は
そ
の
人
物
が
所
属
し
て
い
る
所
の
別
当
に
打
診
し
、
許
可
が
得

ら
れ
た
後
、
正
式
に
配
属
が
決
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
造
物
所
の
木
工
が
「
牒
」

に
よ
っ
て
、
造
石
山
寺
所
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
（
一
五
ノ
一
五
三
）、
造
石

山
寺
所
別
当
と
造
物
所
別
当
と

）
11
（

の
直
接
協
議
に
よ
っ
て
、）

11
（

工
の
派
遣
が
決
定
さ
れ

る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
際
の
協
議
の
場
は
基
本
的
に
は
政
所
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
人
事
決
定
の
過
程
は
、
所
の
別
当
が
主
体
で
あ
り
、
政
所
の
中
央
集
中
的
な
管
理

力
は
極
め
て
弱
か
っ
た
。

　

そ
し
て
所
の
財
源
は
本
来
、
所
の
別
当
の
請
求
に
し
た
が
っ
て
、
造
東
大
寺
司
が

必
要
な
時
に
必
要
な
量
だ
け
を
下
充
す
る
仕
組
み
で
あ
っ
た
。
財
源
が
豊
富
な
時
は

そ
れ
で
問
題
な
か
っ
た
が
、
当
時
は
造
東
大
寺
司
の
財
政
も
逼
迫
し
て
い
た
た
め
、

財
源
の
配
分
に
つ
い
て
も
協
議
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
愛
智
郡
宝
字
五
年
庸
米

は
、
近
江
国
庁
に
合
計
六
十
斛
三
斗
を
収
納
し
た
こ
と
を
報
告
す
る
文
書
が
存
在
し

（
十
五
ノ
一
五
四
）、
こ
の
う
ち
四
十
五
斛
三
斗
は
造
石
山
寺
所
の
分
で
、
残
る
十
五

斛
は
「
奈
良
寺
司
」
の
分
と
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
十
五
斛
は
そ
の
返
抄
に
よ
り
（
五

ノ
一
一
三
）、
造
物
所
に
充
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
造
東
大
寺

司
は
苦
肉
の
策
と
し
て
、
封
戸
か
ら
の
収
入
や
そ
の
徴
収
権
を
直
接
、
所
に
充
て
て

い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
配
分
は
、
政
所
に
お
け
る
所
の
別
当
た
ち
の
直

接
協
議
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
三
月
に
造
東
大
寺
司

か
ら
焦
げ
付
い
て
い
た
愛
智
郡
宝
字
四
年
租
米
の
徴
収
権
を
得
た
造
石
山
寺
所
が

（
五
ノ
一
四
三
）、
こ
れ
を
徴
収
し
よ
う
と
す
る
と
、
す
で
に
そ
の
一
部
は
造
東
大
寺

司
史
生
の
麻
柄
全
麻
呂
が
運
び
去
っ
て
い
た
（
十
五
ノ
一
八
一
）。
行
き
違
い
が
生

じ
て
い
る
が
、
こ
の
麻
柄
全
麻
呂
も
造
香
山
薬
師
寺
所
の
別
当
で
あ
り
、
所
の
別
当

が
主
体
と
な
っ
て
財
源
の
確
保
に
奔
走
し
て
い
る
様
子
が
窺
わ
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
造
東
大
寺
司
は
所
を
別
当
に
丸
投
げ
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て

造
東
大
寺
司
政
所
は
、
各
所
の
別
当
を
兼
任
し
た
判
官
・
主
典
・
史
生
た
ち
が
そ
れ

ぞ
れ
の
所
を
代
表
し
て
、
人
材
・
財
源
の
配
置
・
配
分
を
協
議
す
る
場
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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三
、
石
山
寺
造
営
事
業
に
お
け
る
権
限

　

本
節
で
は
石
山
寺
造
営
事
業
に
お
け
る
安
都
雄
足
の
権
限
を
考
察
し
た
い
。
石
山

寺
の
造
営
事
業
は
大
き
く
甲
賀
・
田
上
山
作
所
で
の
作
材
と
そ
の
運
漕
、
壊
運
所
に

よ
る
三
丈
殿
・
五
丈
殿
の
解
体
・
運
漕
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
現
場
で
の
組
み
立
て
の

三
つ
工
程
に
分
か
れ
て
い
た
。
ま
ず
甲
賀
・
田
上
山
作
所
に
お
け
る
雄
足
の
影
響
力

を
み
て
み
た
い
。

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
雄
足
は
造
石
山
寺
所
の
領
を
甲
賀
・
田
上
山
作
所
の
領
と
し

て
派
遣
し
、
彼
ら
に
「
符
」
を
下
し
て
い
た
。
そ
し
て
甲
賀
・
田
上
両
山
作
所
の
財

源
は
造
石
山
寺
所
か
ら
下
充
さ
れ
て
い
た
。〔
表
３
〕
は
、
田
上
山
作
所
の
正
月
、

二
月
、
三
月
、
四
月
告
朔
解
と
造
石
山
寺
所
の
銭
用
帳
・
食
物
用
帳
と
の
物
資
を
収

納
し
た
日
付
と
量
と
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
両
者
の
記
載
内
容
は
一
致
す
る
こ

と
が
多
く

）
11
（

、
こ
こ
か
ら
田
上
山
作
所
が
造
石
山
寺
所
か
ら
物
資
を
下
充
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
甲
賀
山
作
所
も
十
二
月
・
正
月
と
三
月
・
四
月
の
告
朔
解

が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
〔
表
４
〕
に
み
る
よ
う
に
、
造
石
山
寺
所
の
銭
用
帳
・

食
物
用
帳
と
の
一
致
が
少
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
主
に
造
石
山
寺
所
食
物
用
帳
が
、

正
月
十
四
日
条
か
ら
書
き
は
じ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
原
因
で
あ
る
。
さ
ら
に
甲
賀

山
作
所
の
停
廃
時
に
お
い
て
、
十
二
月
・
正
月
告
朔
解
で
は
、
購
入
さ
れ
た
「

一

口
・
櫃
一
合
・
折
櫃
一
合
・
麻
笥
一
口
・
小
笥
二
合
・
釜
一
口
」
が
「
即
返
上
司
」

と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
（
五
ノ
八
七
）、
一
見
、
甲
賀
山
作
所
が
造
石
山
寺
所
を
介

さ
ず
に
直
接
、
造
東
大
寺
司
に
物
資
を
返
却
し
た
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
し
か
し
た
と

え
ば
釜
は
、
秋
季
告
朔
に
「
鉄
釜
壹
口　

買
」
と
あ
る
が
（
十
六
ノ
二
四
三
）、
こ

れ
は
十
二
月
・
正
月
告
朔
解
で
甲
賀
山
作
所
が
購
入
し
た
も
の
し
か
存
在
し
な
い
の

で
、
造
石
山
寺
所
に
返
却
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る）

11
（

。

　

ま
た
甲
賀
山
作
所
三
月
・
四
月
告
朔
解
に
お
い
て
は
、
塩
七
升
と
醤
滓
二
斗
が

「
自
レ
司
請
」
と
あ
る
が
（
五
ノ
九
五
）、
塩
は
造
石
山
寺
所
食
物
用
帳
三
月
十
三
日

条
の
五
升
（
十
五
ノ
三
八
一
）
と
四
月
十
日
条
の
二
升
（
十
五
ノ
三
九
三
）
の
合
計

で
あ
り
、
醤
滓
も
造
石
山
寺
所
食
物
用
帳
三
月
十
五
日
条
と
一
致
す
る
の
で
（
十
五

ノ
三
八
二
）、
こ
れ
は
実
際
に
は
造
石
山
寺
所
か
ら
の
支
給
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

甲
賀
山
作
所
と
造
東
大
寺
司
と
の
間
に
は
直
接
的
な
や
り
と
り
は
な
く
、
常
に
造
石

山
寺
所
が
関
与
し
て
い
た
。
そ
し
て
銭
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
造
石
山
寺
所
は
人
功

の
「
日
別
十
五
文
已
下
」
を
充
て
る
こ
と
を
指
示
し
た
う
え
で
（
十
五
ノ
一
七
三
）、

功
料
四
貫
を
充
て
、
甲
賀
山
作
所
で
は
こ
れ
を
配
分
し
て
残
銭
五
三
九
文
を
返
上
し

て
い
る
よ
う
に
（
五
ノ
三
五
八
）、
造
石
山
寺
所
は
八
貫
、
四
貫
と
い
う
ま
と
ま
っ

た
銭
を
山
作
所
に
送
り
、
山
作
所
に
お
い
て
功
料
な
ど
の
細
か
い
配
分
が
行
わ
れ
、

残
銭
は
返
上
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
壊
運
所
は
、
そ
の
財
源
の
調
達
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
た
。
信

楽
殿
壊
運
所
解
（
五
ノ
七
四
）
は
、
壊
運
所
か
ら
造
石
山
寺
所
へ
提
出
さ
れ
た
三
丈

殿
の
壊
運
漕
の
見
積
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
三
丈
殿
の
壊
運
漕
に
は
、
本
所
か
ら
川

津
ま
で
百
八
十
六
人
、
川
津
か
ら
石
山
津
ま
で
百
六
十
九
人
の
計
三
百
五
十
五
人
を

要
す
と
す
る
。
こ
の
う
ち
本
所
か
ら
川
津
ま
で
の
百
八
十
六
人
に
つ
い
て
は
、
功
食

の
記
載
が
な
い
が
、
こ
れ
は
三
丈
殿
を
施
入
し
た
法
備
が
負
担
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
）
11
（

。
そ
し
て
追
筆
に
「
依
二
大
徳
宣
一
充
二
銭
三
貫
二
百
十
一
文
／
米
三
斛
三
斗
八

升
一
／
奉
宜
史
生
師
」
と
あ
る
よ
う
に
、
川
津
か
ら
石
山
津
ま
で
の
百
六
十
九
人
の

功
銭
二
貫
五
三
五
文
に
、
粉
酒
直
の
六
七
六
文
を
足
し
た
三
貫
二
一
一
文
と
、
そ
の

食
米
三
斛
三
斗
八
升
が
大
徳
（
＝
良
弁
）
宣
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。

　

さ
ら
に
秋
季
告
朔
に
は
興
味
深
い
記
載
が
あ
る
。
岡
藤
良
敬
氏
に
よ
る
と
、
秋
季

告
朔
は
［
Ⅰ
］
雑
物
、［
Ⅱ
］
作
物
、［
Ⅲ
］
散
役
か
ら
構
成
さ
れ
る
が
、［
Ⅰ
］
雑

物
の
米
の
部
分
に
お
い
て
、
三
丈
殿
一
宇
の
壊
運
に
関
わ
っ
た
雇
夫
百
六
十
九
人
の

食
料
三
斛
三
斗
八
升
に
「
右
米
、
依
二
大
僧
都
宣
一
」
と
あ
り）

11
（

（
十
六
ノ
二
四
九
）、

大
徳
宣
に
依
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
五
丈
殿
二
宇
の
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表3　田上山作所告朔解と関連帳簿の比較�
田上山作所 造石山寺所

正月告朔解 食物用帳・銭用帳

物資 日付 量 日付 量
銭（文） （000 （.（（ （（000
米（升） （00
塩（合） （（0 （.（（ （00
〃 （.（（ （0
海藻 （（斤・（連 （.（（ （連
滑海藻 （（斤・（嶋 （.（（ （嶋
末醤（升） （ （.（（ （

（.（（ 酢滓（（升
二月告朔解

銭（文） （.（ （000
〃 （.（（ （000
〃 （.（（ （000
〃 （.（ （000
米（升） （.（ （00 （.（ 黒米（00
〃 （.（（ （00 （.（（ 黒米（00
〃 （.（（ （00 （.（（ 黒米（00
〃 （.（（ （（0 （.（（ 黒米（（0
〃 （.（（ （00 （.（（ 黒米（00
塩（合） （.（ （00 （.（ （00
〃 （.（（ （0 （.（（ （0
〃 （.（（ （0 （.（（ （0
海藻（斤） （.（ （0
〃 （.（0 （（ （.（（ （（
滑海藻（斤） （.（ （0
〃 （.（0 （（ （.（（ （（
醤滓（升） （0 （.（ （0
葅（升） （.（ （（

三月告朔解
銭（文） （.（ （000 （.（ （000
〃 （.（0 （000 （.（0 （000
〃 （.（（ （000 （.（（ （000
米（升） （.（ （00 （.（ （00
〃 （.（ （0 （.（ 黒米（0
〃 （.（ （（0 （.（ 黒米（（0
〃 （.（ （0 （.（ 黒米（0
〃 （.（（ （00 （.（（ 黒米（00
〃 （.（ （00 （.（ 黒米（00
〃 （.（（ （0（.（ （.（（ 黒米（0（.（
〃 （.（（ （0 （.（（ 黒米（0
〃 （.（0 （0（ （.（0 黒米（0（
〃 （.（（ （0（.（ （.（（ （0（.（
塩（合） （.（ （0 （.（ （0
〃 （.（（ （00 （.（（ （00
〃 （.（0 （0 （.（0 （0
〃 （.（（ （00 （.（（ （00
滑海藻（斤．両） （.（ （0 （.（ （0
〃 （.（（ （.（ （.（（ （.（
〃 （.（（ （.（ （.（（ （.（
〃 （.（（ （.（ （.（（ 若滑海藻（.（
醤滓（升） （.（ （ （.（ （
〃 （.（ （ （.（ （

〃 （.（（ （0 （.（（ （0
〃 （.（（ （0 （.（（ （0
〃 （.（（ （0 （.（（ （0
酢滓（升） （.（ （ （.（ （
〃 （.（ （0 （.（ （0

四月告朔解
銭（文） （.（0 （000 （.（0 （000
〃 （.（（ （000 （.（（ （000
〃 （.（ （000 （.（ （000
〃 （.（0 （00 ※（.（0 （00
米（升） （.（（ （00 （.（（ 黒米（00
〃 （.（（ （00 （.（（ 黒米（00
〃 （.（ （00 （.（ 黒米（（（
〃 （.（ （00 （.（ 黒米（00
〃 （.（0 （00 （.（0 黒米（00
〃 （.（（ （00 （.（（ 黒米（00
〃 （.（（ （0 （.（（ 黒米（0
〃 （.（（ （（.（ （.（（ 黒米（（.（
〃 （.（（ （00 （.（（ 黒米（0（
〃 （.（（ （00 （.（（ 黒米（00
〃 （.（ （00 （.（ 黒米（00
〃 （.（0 （0 （.（0 白米（0
〃 （.（（ （00 （.（（ （00
〃 （.（（ （0 （.（（ 白米（0
塩（合） （.（ （0 （.（ （0
〃 （.（ （0 （.（ （0
〃 （.（0 （0 （.（ （0
〃 （.（（ （0 （.（（ （0
〃 （.（（ （0 （.（（ （0
〃 （.（（ （0 （.（（ （0
〃 （.（（ （0
醤（升） （.（（ （ （.（（ （
酢（合） （.（（ （ （.（（ （
醤滓（升） （.（ （ （.（ （
〃 （.（ （ （.（ （
〃 （.（（ （ （.（（ 醤（
末醤（升） （.（（ （ （.（（ （
〃 （.（ （ （.（ （
酢滓（升） （.（（ （

（.（（ 若滑海藻（村
（.（（ 海藻（把

※岡藤良敬氏は、その著書（（0頁（前掲注（（）著書）で、造石山寺

所銭用帳のＦとＧの断簡は接続していた可能性は高いとしているが、

両者が接続し、五月十日条の三百文が田上山作所に送られたとする

と、四月告朔と一致する。

©2014 Historiographical Institute(Shiryo Hensan-jo)The University of Tokyo



（　 ） 造石山寺所関係文書からみた安都雄足の官司運営（市川）9

壊
運
に
携
わ
っ
た
「
領
僧
并
夫
及
女
一
千
九
百
八
十
五
人
」
の
食
料
の
総
額
三
十
九

斛
一
斗
に
つ
い
て
も
「
右
、
依
二
大
僧
都
宣
一
、
附
二
即
領
僧
寶
慶
并
法
宣
師
等
一
充
二

食
米
、
并
雇
役
夫
等
一
如
レ
件
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
も
大
徳
宣
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
［
Ⅰ
］
雑
物
の
銭
は
、
破
損
が
激
し
い
が
、
五
丈
殿
・
三

丈
殿
の
銭
の
支
出
を
記
し
た
後
の
「
右
■
條
銭
■
大
僧
都
宣
、
充
用
如
件
」
の
記
載

が
「
大
僧
都
宣
即
附
■
国
師
充
銭
等
如
件
」
に
訂
正
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

（
十
五
ノ
一
二
七
）。
前
者
は
、
お
そ
ら
く
「
右
二
條
銭
依
二
大
僧
都
宣
一
、
充
用
如
レ

件
」
で
あ
り
、「
右
二
條
」
す
な
わ
ち
五
丈
殿
と
三
丈
殿
は
、
良
弁
の
宣
に
よ
っ
て

銭
が
充
て
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。
続
く
［
Ⅱ
］
作
物
の
信
楽
宮
辺
買
板
屋
二
宇
（
五

丈
殿
）
と
法
備
国
師
奉
入
板
殿
一
宇
（
三
丈
殿
）
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
右
依
二
大
僧

都
宣
一
、
附
二
近
江
林
寺
僧
寶
慶
并
法
宣

師
等
一
充
二
功
食
料
一
、
自
二
本
所
一
迄
レ
潮

漕
如
レ
件
」「
一
宇
依
二
大
僧
都
宣
一
、
即

附
二
国
師
一
充
二
功
食
料
一
、
令
レ
漕
如
レ

件
」
と
あ
っ
て
（
十
六
ノ
二
二
七
、
二

二
八
）、
五
丈
殿
直
と
五
丈
殿
・
三
丈
殿

の
壊
運
漕
に
か
か
っ
た
功
食
は
、
す
べ

て
大
徳
宣
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
良
弁
の
宣
に
よ
っ
て
、

三
丈
殿
の
川
津
か
ら
石
山
津
ま
で
の
壊

運
人
の
功
食
、
五
丈
殿
の
直
と
そ
の
壊

運
人
の
功
食
が
調
達
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

こ
れ
ら
は
造
石
山
寺
所
の
財
源
か
ら
支

出
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
壊
運
所
の
物

資
は
、
法
備
と
良
弁
の
宣
と
に
よ
っ
て

す
べ
て
が
用
意
さ
れ
た
。
つ
ま
り
壊
運

所
の
財
源
は
、
造
石
山
寺
所
か
ら
独
立
し
た
か
た
ち
で
調
達
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
秋
季
告
朔
の
〔
Ⅱ
〕
作
物
の
足
庭
作
物
等
で
「
右
依
二
大
僧
都
宣
一
自
二

信
楽
一
買
遷
竪
如
レ
件
」
と
あ
る
よ
う
に
（
十
六
ノ
二
一
〇
）、
五
丈
殿
が
良
弁
の
宣

に
よ
り
購
入
・
移
築
さ
れ
た
こ
と
、〔
Ⅲ
〕
散
役
で
、
五
丈
殿
二
宇
と
三
丈
殿
一
宇

の
合
計
三
宇
に
つ
い
て
「
右
、
二
條
殿
三
宇
、
依
二
大
僧
都
宣
一
、
須
三
彼
所
レ
仰
令
二

漕
運
一
」
と
あ
る
よ
う
に
（
六
ノ
三
四
八
）、
良
弁
の
宣
に
よ
っ
て
三
丈
殿
・
五
丈

殿
の
運
漕
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
三
丈
殿
を
施
入
し
た
法
備
が
、
良
弁

と
関
わ
り
の
深
い
人
物
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
も）

11
（

、
こ
の
三
丈
殿
・
五
丈
殿
の
取

得
・
解
体
・
運
漕
と
い
う
一
連
の
業
務
は
、
良
弁
の
企
画
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
壊
運
所
の
領
で
あ
る
慶
寶
・
正
順
・
法
宣
が
、
近
江
夜
須
郡
林
寺
の
僧
で
あ

表4　甲賀山作所告朔解と関連帳簿の比較�

甲賀山作所 造石山寺所

十二月・一月告朔解 食物用帳・銭用帳

物資 日付 量 日付 量

銭（文） （（.（（ （000 （（.（（ （000

〃 （.（ （000 （.（ （000

〃 （（.（（ （（（

米 （（.（（ （（.（

海藻（連） （（.（（ （0

〃 （.（ （0

滑海藻（嶋） （.（ （

末醤（升） （.（ （（

酢滓（升） （.（ （（

塩（合） （（（

葅（升） （（.（（ （0

三月・四月告朔解

銭（文） （.（ （（（ （.（（ （0

〃 （.（（ （000 （.（（ （000

〃 （.（（ （000 （.（（ （000

米（升） （.（ （（（.（

〃 （（（

塩（合） （0 （.（（ （0

〃 （.（0 （0

海藻（斤．両） （.（（ （.（（

醤滓（升） （0 （.（（ （0

酢糟（升） （0

（.（0 酢滓（升

©2014 Historiographical Institute(Shiryo Hensan-jo)The University of Tokyo
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る
こ
と
か
ら）

1（
（

、
良
弁
が
直
接
任
用
し
た
可
能
性
が
高
い
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
壊
運
所
の
業
務
も
人
事
も
財
源
も
す
べ
て
良
弁
が
掌
握
し
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。
壊
運
所
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
造
石
山
寺
所
が
領
を
派
遣
し
た
形

跡
が
な
く
、
ま
た
造
石
山
寺
所
と
の
間
の
文
書
も
「
解
・
牒
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て

い
る
こ
と）

11
（

、
さ
ら
に
造
石
山
寺
所
か
ら
の
文
書
の
安
都
雄
足
の
肩
書
き
に
は
「
別
当
」

や
「
造
東
大
寺
司
」
と
あ
り
、
造
石
山
寺
所
と
の
関
係
が
相
対
的
に
疎
遠
で
あ
っ
た

こ
と）

11
（

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
壊
運
所
は
石
山
寺
の
造
営
事
業
を
担
っ
た

機
関
と
し
て
、
同
じ
造
東
大
寺
司
の
所
で
あ
る
甲
賀
・
田
上
山
作
所
と
並
び
称
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
が
、
壊
運
所
は
良
弁
の
直
轄
で
あ
り
、
雄
足
は
関
与
し
て
い
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
石
山
寺
造
営
事
業
に
お
け
る
安
都
雄
足
の
権
限
は
、

造
石
山
寺
所
と
甲
賀
・
田
上
山
作
所
に
ま
で
し
か
及
ん
で
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

す
べ
て
の
部
署
を
統
率
で
き
た
の
は
良
弁
た
だ
一
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
良
弁
が
東

大
寺
・
造
東
大
寺
司
・
石
山
寺
を
統
率
下
に
置
く
権
力
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に

指
摘
さ
れ
て
い
る
が）

11
（

、
石
山
寺
造
営
事
業
そ
の
も
の
が
良
弁
の
事
業
だ
っ
た
の
で
あ

る
。

　

さ
ら
に
良
弁
が
石
山
寺
造
営
事
業
に
直
接
関
与
し
て
い
た
こ
と
も
、
多
く
の
先
行

研
究

）
11
（

が
指
摘
し
て
い
る
が
、
財
政
に
関
し
て
も
、
良
弁
は
そ
の
宣
で
坂
田
庄
の
大
菩

薩
料
地
子
米

）
11
（

を
石
山
寺
造
営
費
用
に
充
て
る
よ
う
命
じ
て
い
る
（
五
ノ
一
四
三
、
十

五
ノ
二
五
四
・
四
四
〇
）。
ま
た
良
弁
が
統
率
す
る
石
山
寺
か
ら
は
、
先
述
し
た
よ

う
に
黒
米
二
十
石
が
造
石
山
寺
所
に
貸
与
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
以
外
に
も
銭
五
十

貫
も
貸
し
て
い
る
。
宝
字
六
年
正
月
十
六
日
の
造
石
山
寺
所
解
（
十
五
ノ
一
三
八
）

で
は
、
漆
を
買
う
た
め
に
造
東
大
寺
司
に
二
十
貫
の
借
用
を
申
請
し
て
お
り
、
こ
の

銭
は
即
日
下
充
さ
れ
た
が
、
追
筆
に
「
如
負
請
来
自
上
寺
」
と
あ
る
よ
う
に
、
造
東

大
寺
司
で
は
な
く
「
上
寺
」
か
ら
や
っ
て
き
た
。
僧
神
勇
充
銭
注
文
（
五
ノ
六
七
）

に
、
こ
の
時
の
二
十
貫
と
二
十
日
の
十
貫
、
二
月
八
日
の
二
十
貫
の
計
五
十
貫
を
造

寺
料
と
し
て
造
石
山
寺
所
に
貸
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
の
で
、「
上
寺
」
と
は
神
勇

が
所
属
す
る
石
山
寺
を
指
す
。
つ
ま
り
造
石
山
寺
所
が
造
東
大
寺
司
に
借
銭
を
願
い

出
た
も
の
の
、
造
東
大
寺
司
に
そ
の
余
裕
が
な
か
っ
た
た
め
か
、
か
わ
り
に
石
山
寺

が
銭
を
送
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
造
東
大
寺
司
と
石
山
寺
と
を
統
率
す
る
良
弁
の

計
ら
い
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
良
弁
は
、
雄
足
が
造
石
山
寺
所
・
石
山
寺
写
経
所
な
ど
で
有
し
て
い

た
業
務
・
人
事
・
財
政
の
権
限
を
、
東
大
寺
・
造
東
大
寺
司
・
石
山
寺
に
お
い
て
有

し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
石
山
寺
造
営
事
業
は
、
良
弁
─
東
大
寺
・
造
東
大
寺
司
・
石

山
寺
、
安
都
雄
足
─
造
石
山
寺
所
・
山
作
所
と
い
う
重
層
的
な
統
率
関
係
に
よ
り
遂

行
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
雄
足
は
そ
の
実
務
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

最
後
に
本
稿
で
あ
き
ら
か
に
し
た
安
都
雄
足
の
官
司
運
営
を
ま
と
め
る
。

　

一
、
石
山
寺
造
営
事
業
は
良
弁
の
事
業
で
あ
り
、
す
べ
て
の
権
限
は
彼
が
掌
握
し

て
い
た
。
安
都
雄
足
は
、
そ
の
経
済
力
と
造
東
大
寺
司
内
で
の
人
脈
と
が
評

価
さ
れ
て
造
石
山
寺
所
別
当
に
任
用
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
彼
は
良
弁
の
下
で

着
実
に
実
務
を
こ
な
し
、
財
政
が
逼
迫
す
る
な
か
、
短
期
間
に
石
山
寺
の
造

営
事
業
と
写
経
事
業
と
を
成
し
遂
げ
た
。

　

二
、
安
都
雄
足
が
掌
握
し
て
い
た
の
は
、
別
当
を
兼
任
し
て
い
た
造
石
山
寺
所
や

石
山
寺
写
経
所
・
東
塔
所
な
ど
で
あ
り
、
ま
た
造
石
山
寺
所
か
ら
領
を
派
遣

し
、
そ
の
財
源
も
造
石
山
寺
所
か
ら
下
充
さ
れ
て
い
た
田
上
・
甲
賀
山
作
所

な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
所
で
は
業
務
・
人
事
・
財
政
に
関
す
る
す
べ
て

の
権
限
を
完
全
に
掌
握
し
て
い
た
。

　

三
、
財
政
難
に
あ
え
ぐ
造
石
山
寺
所
に
対
し
、
安
都
雄
足
は
私
財
を
投
入
す
る
と

と
も
に
、
特
に
自
身
の
判
断
に
よ
り
、
季
節
間
価
格
差
を
利
用
し
て
得
た
石

山
寺
写
経
所
の
米
売
買
の
利
益
を
積
極
的
に
融
通
し
た
。
さ
ら
に
高
島
山
作

所
に
造
石
山
寺
所
と
と
も
に
東
塔
所
の
材
木
の
運
漕
・
売
買
を
指
示
し
、
ま
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た
写
経
事
業
を
一
定
期
間
抑
制
す
る
な
ど
し
て
、
出
費
を
最
小
限
に
抑
え

た
。
す
な
わ
ち
雄
足
は
別
当
を
兼
任
す
る
所
の
間
に
お
い
て
財
源
を
融
通
し

つ
つ
、
業
務
の
割
り
当
て
や
作
業
ペ
ー
ス
を
も
決
定
し
て
い
た
。

　

四
、
安
都
雄
足
は
造
東
大
寺
司
主
典
と
し
て
、
政
所
で
人
材
の
配
置
や
財
源
の
配

分
を
協
議
す
る
と
と
も
に
、
所
の
新
置
と
停
廃
を
も
主
導
し
た
。
そ
し
て
造

石
山
寺
所
が
停
廃
さ
れ
る
際
に
は
、
そ
の
財
政
を
石
山
寺
写
経
所
と
統
合
さ

せ
、
ま
た
石
山
寺
写
経
所
が
停
廃
さ
れ
る
際
に
は
、
造
石
山
寺
所
の
未
払
い

分
を
石
山
寺
写
経
所
が
買
い
付
け
た
米
な
ど
で
弁
済
し
た
後
、
造
東
大
寺
司

に
統
合
さ
せ
た
。

　

造
東
大
寺
司
は
別
当
に
、
所
の
業
務
・
人
事
・
財
政
に
関
す
る
す
べ
て
の
権
限
を

与
え
、
所
そ
の
も
の
を
別
当
に
丸
投
げ
す
る
か
た
ち
で
所
を
包
括
し
て
い
た
。
す
な

わ
ち
造
東
大
寺
司
は
所
の
母
体
と
し
て
、
人
材
や
財
源
を
プ
ー
ル
し
て
い
た
の
で
あ

り
、
そ
の
政
所
は
所
の
別
当
の
協
議
の
場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
あ

り
方
は
、
他
の
官
司
、
特
に
そ
の
組
織
の
一
部
を
割
い
て
造
離
宮
司
や
造
勅
旨
省

司
・
造
東
内
司
な
ど
を
設
置
し
て
い
た
造
宮
省

）
11
（

な
ど
と
共
通
項
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
そ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

〔
注
〕

（
（
）		

福
山
敏
男
「
奈
良
時
代
に
於
け
る
石
山
寺
の
造
営
」『
日
本
建
築
史
の
研
究
』
桑
名

文
星
堂
、
一
九
四
三
年
。

（
（
）		

岡
藤
良
敬
『
日
本
古
代
造
営
史
料
の
復
原
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
五

年
。
以
下
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
岡
藤
氏
の
見
解
は
当
論
文
に
よ
る
。

（
（
）		

「
造
石
山
院
所
」「
作
石
山
寺
所
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
本
稿
で
は
「
造
石
山

寺
所
」
に
統
一
す
る
。

（
（
）		

「
奉
写
石
山
院
大
般
若
経
所
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
稿
で
は
「
石
山
寺

写
経
所
」
に
統
一
す
る
。

（
（
）		

鷺
森
浩
幸
「
天
平
宝
字
六
年
石
山
寺
造
営
に
お
け
る
人
事
シ
ス
テ
ム
─
律
令
制
官

司
の
一
側
面
─
」『
日
本
史
研
究
』
三
五
四
、
一
九
九
二
年
。
以
下
、
特
に
断
ら
な
い

限
り
、
鷺
森
氏
の
見
解
は
当
論
文
に
よ
る
。

（
（
）		

近
江
国
愛
智
郡
宝
字
五
年
庸
米
が
勢
多
庄
に
置
か
れ
て
い
た
よ
う
に
（『
大
日
本
古

文
書
』
十
五
ノ
三
一
一
、
松
原
弘
宣
「
勢
多
庄
と
材
木
運
漕
」『
日
本
古
代
水
上
交
通

史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）、
現
場
の
造
石
山
寺
所
が
機
能
す
る
以
前

は
、
こ
こ
に
そ
の
物
資
が
保
管
さ
れ
て
い
た
（
甲
可
山
作
所
解
（
四
ノ
五
二
六
）・
甲

賀
山
作
所
十
二
月
・
正
月
告
朔
解
（
五
ノ
八
六
））。

（
（
）		

松
原
弘
宣
「『
所
』
と
『
領
』」
亀
田
隆
之
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
律
令
制
社
会
の

成
立
と
展
開
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
。

（
（
）		

た
だ
し
鷺
森
浩
幸
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
開
設
当
初
は
案
主
・
領
の
任
命
は
、

造
東
大
寺
司
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
（
前
掲
注
（
（
）
論
文
）。

（
（
）		

吉
田
孝
「
律
令
時
代
の
交
易
」『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
八

三
年
。
以
下
、
吉
田
氏
の
見
解
は
当
論
文
に
よ
る
。

（
（0
）		

『
大
日
本
古
文
書
』
五
ノ
五
～
二
二
、
十
五
ノ
三
七
八
～
四
三
六
、
五
ノ
二
九
～
三

〇
、
五
ノ
二
五
～
二
九
、
五
ノ
二
四
～
二
五
、
十
六
ノ
一
七
七
～
一
七
八
。

（
（（
）		

岡
藤
良
敬
氏
は
、
船
木
宿
奈
万
呂
は
従
六
位
上
の
長
上
工
、
穂
積
川
内
は
無
位
の

未
選
工
で
あ
っ
た
と
す
る
（「
造
寺
司
木
工
に
つ
い
て
」
竹
内
理
三
編
『
九
州
史
研
究
』

御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
八
年
）。

（
（（
）		

山
下
有
美
「
写
経
機
構
の
変
遷
」『
正
倉
院
文
書
と
写
経
所
の
研
究
』
一
一
八
頁
、

一
九
九
九
年
。

（
（（
）		

山
下
有
美
「
写
経
機
構
の
内
部
構
造
と
運
営
」『
正
倉
院
文
書
と
写
経
所
の
研
究
』

三
〇
七
～
八
頁
、
一
九
九
九
年
。

（
（（
）		

岡
藤
良
敬
氏
、
前
掲
注
（
（
）
著
書
、
四
三
四
頁
。

（
（（
）		

造
石
山
寺
所
食
物
用
帳
六
月
二
十
一
日
条
（
十
五
ノ
四
一
七
）。
山
本
幸
男
氏
「
造

石
山
寺
所
の
帳
簿
（
下
）
─
筆
蹟
の
観
察
と
記
帳
作
業
の
検
討
─
」『
相
愛
大
学
研
究

論
集
』
一
五
、
一
九
九
八
年
。

（
（（
）		

高
嶋
山
作
所
小
川
津
で
購
入
し
た
と
思
わ
れ
る
東
塔
所
の
材
を
泉
で
売
却
さ
せ
、

そ
の
利
益
で
東
塔
の
歩
廊
を
作
る
様
工
等
の
功
食
料
に
充
て
て
い
た
（
吉
田
孝
、
前

掲
注
（
（
）
論
文
）。

（
（（
）		

山
下
有
美
氏
、
前
掲
注
（
（（
）
論
文
、
三
二
七
頁
。
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（
（（
）		
山
本
幸
男
「
造
東
大
寺
司
主
典
安
都
雄
足
の
『
私
経
済
』」『
史
林
』
六
八
─
二
、

一
九
八
五
年
。

（
（（
）		
鷺
森
浩
幸
「
造
石
山
寺
所
の
給
付
体
系
と
保
良
宮
」『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
二
、

二
〇
一
一
年
。

（
（0
）		

小
口
雅
史
「
安
都
雄
足
の
私
田
経
営
─
八
世
紀
に
お
け
る
農
業
経
営
の
一
形
態
─
」

『
史
学
雑
誌
』
九
六
─
六
、
一
九
八
七
年
。

（
（（
）		

山
本
幸
男
氏
、
前
掲
注
（
（（
）
論
文
。

（
（（
）		

小
口
雅
史
氏
、
前
掲
注
（
（0
）
論
文
。

（
（（
）		

造
石
山
寺
所
は
文
書
に
お
い
て
は
、
愛
智
郡
宝
字
五
年
租
米
の
納
入
が
終
わ
る
宝

字
七
年
六
月
ま
で
そ
の
名
称
が
あ
ら
わ
れ
る
が
（
五
ノ
四
四
五
）、
実
質
的
に
は
石
山

寺
の
造
営
事
業
が
終
了
し
た
宝
字
六
年
八
月
ご
ろ
に
停
廃
さ
れ
て
い
た
。

（
（（
）		

奉
写
二
部
大
般
若
経
解
移
牒
案
（
五
ノ
三
三
三
）
の
閏
十
二
月
二
十
三
日
の
司
符

に
は
、
石
山
寺
の
三
綱
の
状
に
よ
っ
て
閏
十
二
月
十
九
日
に
盗
難
に
遭
い
、
造
寺
料

が
盗
ま
れ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）		

た
だ
し
九
月
二
十
二
日
条
（
？
）
で
「
上
寺
借
充
、
附
二
国
守
家
万
呂
一
、
但
彼
替

自
二
造
寺
司
一
可
レ
来
」
と
あ
り
（
五
ノ
三
二
）、
こ
の
分
は
造
東
大
寺
司
か
ら
替
米

が
来
て
い
る
。

（
（（
）		

八
月
の
部
分
は
、
正
し
く
は
「
八
月
中
五
斗
二
升　

廿
二
日
黒
五
斗
付
家
万
呂　

廿
四
日
白
二
升
付
家
万
呂
」
で
あ
り
、
九
月
は
報
進
し
た
十
一
斛
七
斗
五
升
か
ら
、

四
月
～
八
月
と
十
月
・
十
一
月
分
を
引
く
と
、
二
石
三
斗
と
な
る
。

（
（（
）		

八
月
は
石
山
寺
写
経
所
食
物
用
帳
で
は
一
石
二
斗
を
、
造
石
山
寺
所
食
物
用
帳
で

は
一
石
九
斗
を
返
済
し
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
九
月
に
い
た
っ
て
は
、
石
山
寺
写

経
所
食
物
用
帳
で
は
五
斗
二
升
の
返
済
し
か
な
く
、
造
寺
所
黒
米
報
進
文
案
の
内
容

と
異
な
る
。

（
（（
）		

『
大
日
本
古
文
書
』
で
は
「
但
廿
日
借
用
廿
斛
代
」
と
あ
る
が
（
十
五
ノ
四
九
七
）、

「
廿
日
」
は
「
先
日
」
の
誤
り
で
あ
る
。

（
（（
）		

十
一
月
三
十
日
付
の
石
山
寺
か
ら
の
返
抄
も
残
っ
て
い
る
（
五
ノ
二
八
七
）。

（
（0
）		

そ
し
て
十
一
月
一
日
付
の
米
銭
請
用
注
文
で
、
租
米
四
十
石
五
斗
が
納
入
さ
れ
た

こ
と
か
ら
逆
算
す
る
と
（
九
月
二
十
八
日
の
十
二
石
、
十
月
十
五
日
の
九
石
、
同
月

十
六
日
の
六
石
、
同
月
十
七
日
の
七
石
五
斗
、
同
月
二
十
三
日
の
六
石
の
合
計
が
四

十
石
五
斗
と
な
る
〈
福
山
敏
男
氏
、
前
掲
注
（
（
）
論
文
〉）、
九
月
二
十
八
日
進
上

分
か
ら
石
山
寺
写
経
所
に
納
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
前
の
進
上
は
七
月

九
日
な
の
で
、
や
は
り
石
山
寺
の
増
改
築
が
完
成
し
た
八
月
ご
ろ
に
納
入
先
が
変
更

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（（
）		

一
方
銭
に
つ
い
て
は
、
詳
細
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
造
石
山
寺
所
銭

用
帳
の
六
月
下
旬
以
降
の
記
載
か
ら
借
銭
が
非
常
に
多
い
こ
と
が
知
ら
れ
、
な
か
で

も
一
番
多
い
の
は
石
山
寺
写
経
所
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
銭
も
ま
た
米
や

副
食
物
と
同
様
に
石
山
寺
写
経
所
に
統
合
さ
れ
、
結
果
的
に
は
石
山
寺
写
経
所
か
ら

の
借
銭
は
帳
消
し
に
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

（
（（
）		

岡
藤
良
敬
「
信
楽
板
殿
関
係
史
料
の
検
討
─
壊
運
漕
費
の
『
残
務
整
理
』
─
」
皆

川
完
一
編
『
古
代
中
世
史
料
学
研
究
』
上
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
。

（
（（
）		

壊
運
所
は
多
様
な
名
称
で
呼
ば
れ
て
お
り
（
岡
藤
良
敬
「
信
楽
板
殿
壊
運
漕
の
経

過
と
経
費
」（『
福
岡
大
学
人
文
論
叢
』
二
五
─
三
、
一
九
九
三
年
）、
特
に
「
信
楽
板

殿
壊
運
所
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、「
信
楽
─
」
は
、
秋
季
告
朔
で
は
五
丈
殿

を
運
漕
し
た
組
織
に
の
み
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
大
橋
信
弥
氏
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
三
丈
殿
と
五
丈
殿
の
運
漕
は
、
同
じ
組
織
が
関
わ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で

（「
信
楽
殿
壊
運
所
に
つ
い
て
─
天
平
末
年
の
石
山
寺
造
営
の
背
景
─
」（『
古
代
豪
族

と
渡
来
人
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
、
初
出
、
一
九
九
五
年
）、
本
稿
で
は
単
に

「
壊
運
所
」
と
呼
ぶ
。

（
（（
）		

山
下
有
美
氏
は
、
安
都
雄
足
が
造
物
所
別
当
を
兼
ね
て
い
た
と
す
る
が
（
前
掲
注

（
（（
）
論
文
、
三
一
三
頁
）、
本
稿
で
は
、
造
東
大
寺
司
史
生
の
川
原
人
成
が
造
物
所

別
当
だ
っ
た
と
す
る
矢
越
葉
子
氏
の
見
解
（「
造
石
山
寺
所
の
文
書
行
政
」『
正
倉
院

文
書
研
究
』
十
一
、
二
〇
〇
九
年
）
に
従
う
。

（
（（
）		

ま
た
造
石
山
寺
所
は
造
物
所
・
鋳
物
所
な
ど
と
「
牒
」
に
よ
っ
て
物
品
の
貸
し
借

り
を
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
（
矢
越
葉
子
氏
、
前
掲
注
（
（（
）
論
文
）、
こ
れ

も
所
の
別
当
の
直
接
協
議
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
（（
）		

詳
細
を
比
較
す
る
と
、
正
月
告
朔
解
で
は
銭
五
貫
の
収
入
を
記
す
が
、
銭
用
帳
で

は
十
五
貫
を
送
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
後
者
で
は
、
正
月
と
二
月
の
分
を
合
わ

せ
て
正
月
十
六
日
条
に
記
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
食
物
用
帳
や
造
石
山
寺

所
解
移
牒
符
案
（
十
五
ノ
一
四
四
）
で
は
、「
酢
滓
三
斗
五
升
」
を
送
っ
た
こ
と
に
な
っ
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て
い
る
が
、
こ
れ
は
告
朔
解
に
は
見
え
な
い
。
米
九
石
も
食
物
用
帳
に
見
え
な
い
が
、

こ
れ
は
同
帳
が
正
月
十
四
日
条
か
ら
記
帳
さ
れ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
二
月
告
朔
解

の
「
海
藻
三
十
斤
、
滑
海
藻
二
十
斤
」
は
食
物
用
帳
に
は
見
え
な
い
が
、
造
石
山
寺

所
解
移
牒
符
案
（
十
五
ノ
一
四
九
）
に
よ
っ
て
、
二
月
三
日
に
造
石
山
寺
所
の
命
令

に
よ
り
、
勢
多
庄
か
ら
田
上
山
作
所
へ
送
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
二
月
告
朔
解
で

は
葅
五
斗
五
升
も
食
物
用
帳
に
見
え
な
い
が
、
こ
れ
も
勢
多
庄
よ
り
直
接
、
田
上
山

作
所
に
送
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
）。
そ
し
て
四
月
告
朔
解
は
、
数
量
に
異
同
は
あ
る

も
の
の
、
大
体
は
銭
用
帳
・
食
物
用
帳
と
一
致
す
る
（
た
だ
し
五
月
二
十
八
日
に
請

け
た
塩
二
升
は
食
物
用
帳
に
な
く
、
五
月
十
三
日
に
請
け
た
醤
滓
一
升
は
食
物
用
帳

で
は
醤
と
し
、
四
月
二
十
二
日
に
請
け
た
酢
滓
は
食
物
用
帳
に
な
い
。
ま
た
食
物
用

帳
四
月
十
九
日
条
の
若
滑
海
藻
二
材
と
海
藻
一
把
は
告
朔
解
に
見
え
な
い
）。

（
（（
）
ま
た

は
、
秋
季
告
朔
で
は
二
口
を
購
入
し
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
（
十
六
ノ
二

四
三
）、
こ
れ
は
甲
賀
山
作
所
で
購
入
し
た
一
口
と
、
銭
用
帳
二
月
三
十
日
条
（
四
ノ

五
三
五
）
で
購
入
し
た
一
口
の
合
計
で
あ
る
。
そ
し
て
宝
字
七
年
五
月
六
日
造
石
山

寺
所
解
（
五
ノ
四
三
九
～
四
四
〇
）
に
お
い
て
、
宝
字
七
年
五
月
六
日
に
鉄
釜
一
口

を
造
東
大
寺
司
に
返
却
し
、

二
口
が
石
山
院
に
収
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
（（
）		

福
山
敏
男
氏
、
前
掲
注
（
（
）
論
文
。

（
（（
）
た
だ
し
、
こ
の
部
分
は
「
右
二
條
、
依
二
大
僧
都
宣
一
、
即
附
二
国
師
一
充
二
食
米
、

并
雇
役
夫
等
一
如
レ
件
」
に
訂
正
さ
れ
て
い
る
。

（
（0
）
鷺
森
浩
幸
「
奈
良
時
代
に
お
け
る
寺
院
造
営
と
僧
─
東
大
寺
・
石
山
寺
造
営
を
中

心
に
─
」『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
二
一
、
一
九
八
八
年
。

（
（（
）		

大
橋
信
弥
氏
、
前
掲
注
（
（（
）
論
文
。

（
（（
）		

大
橋
信
弥
氏
、
前
掲
注
（
（（
）
論
文
。

（
（（
）		

矢
越
葉
子
氏
、
前
掲
注
（
（（
）
論
文
。

（
（（
）
良
弁
は
東
大
寺
三
綱
を
超
え
た
存
在
で
一
人
東
大
寺
を
代
表
す
る
と
い
う
特
殊
な

地
位
に
あ
り
（
加
藤
優
「
良
弁
と
東
大
寺
別
当
制
」
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
創
立

三
十
周
年
記
念
論
集
『
文
化
財
論
叢
』
同
朋
舎
、
一
九
八
二
年
）、
造
東
大
寺
司
と
と

も
に
石
山
寺
を
も
統
率
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
鷺
森
浩
幸
氏
、
前
掲

注
（
（0
）
論
文
）。

（
（（
）		

福
山
敏
男
「
石
山
寺
・
保
良
宮
と
良
弁
」『
南
都
仏
教
』
三
一
、
一
九
七
三
年
、
加

藤
優
氏
、
前
掲
注
（
（（
）
論
文
、
鷺
森
浩
幸
氏
、
前
掲
注
（
（0
）
論
文
な
ど
。

（
（（
）
矢
越
葉
子
氏
は
、
石
山
寺
本
尊
の
丈
六
観
世
音
菩
薩
の
供
養
料
と
し
て
設
定
さ
れ

た
地
子
米
と
す
る
（
前
掲
注
（
（（
）
論
文
）。

（
（（
）
今
泉
隆
雄
「
八
世
紀
造
宮
官
司
考
」『
古
代
宮
都
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九

三
年
、
初
出
、
一
九
八
三
年
。
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